
私立学校法等の改正に係る説明会 

次 第 

 

１ 日時及び場所 

 (1) 令和元年11月14日（木）09:30～11:30 

 (2) 令和元年11月15日（金）09:30～11:30 

    

２ 場所 

  かながわ県民センター ２階ホール（横浜市神奈川区鶴屋町２-24-２） 

 

３ 議題 

 (1) 私立学校法等の改正の概要について 

   ・私立学校法令和元年改正の概要 

   ・私立学校法・寄附行為・学校法人の関係性 等 

 (2) 学校法人において行う手続について 

   ・学校法人において対応が必要となる事項 

・寄附行為作成例 等 

 (3) その他 

   ・質疑応答 

 

４ 配布資料 

〇説明資料（本冊子） 

  資料１「私立学校法改正条項一覧」 

  資料２「私立学校法令和元年改正の概要」 

  資料３「役員の損害賠償責任 概念図」（文部科学省資料） 

  資料４「私立学校法改正Q&A」（文部科学省資料） 

  資料５「学校法人において対応が必要となる事項」 

  資料６「参考例 役員の報酬等の支給の基準」（文部科学省資料）  

  資料７「誓約書」※令和元年12月14日以降使用 

〇寄附行為作成例（校種別に受付にて配布） 

 

５ 参考 

 文部科学省が都道府県向けに行った説明会の資料 

http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shinkou/07021403/1422186.htm  

※改正法令の新旧対照表も公開されています。 

 

６ 問合せ先 

 質問等については、電話かメールにてお問い合わせください。 

 神奈川県福祉子どもみらい局子どもみらい部 私学振興課 認可グループ 

  ・電話 ：045-210-3768(直通)  

・メール：gakuji.yochien@pref.kanagawa.jp 


